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総務課からの連絡事項 
 

 

 

１ 下水道排水設備工事責任技術者更新講習及び共通試験・受験講習について 

 

２ 松本市上下水道局指定給水装置工事事業者及び松本市下水道排水設備指定 

工事店の申請・届出について 

 

３ 松本市指定給水装置工事事業者の指定更新について 
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下水道排水設備工事責任技術者更新講習及び共通試験・受験講習について 

 

１ 令和７年度更新講習について 

⑴ 受講案内等の送付 

（公財）長野県下水道公社から、受講対象者へ直接、申込書等が郵送されます。 

６月１３日までに配達がない場合は、公社へお問い合わせください。 

  ア 発送日 令和７年６月上旬 

  イ 発送先 責任技術者の有効期限が令和８年３月３１日の者 

       ※ 令和２年度に更新講習を修了又は共通試験に合格し、（公財）長野県下

水道公社に責任技術者登録を行っている者 

 ⑵ 受講申込書受付期間 

   令和７年６月９日（月）～６月３０日（月）（消印有効） 

⑶ 申込方法 

  郵送のみ。同封されている払込用紙で郵便局又はゆうちょ銀行の窓口等で、受

講料（10,450円）を払込み後、同封の返信用封筒に必要書類を入れ、所定の郵便

料金の切手を貼り、公社へ郵送してください。（別途、払込手数料がかかりま

す。） 

 

２ 令和７年度共通試験・受験講習について 

⑴ 責任技術者共通試験 

 ア 申 込 期 間 令和７年８月１８日（月）～９月５日（金）（消印有効） 

 イ 日時・場所 令和７年１１月１５日（土） １３：３０～１５：３０ 

         松本市総合社会福祉センター及び松南地区公民館 

 ウ 合 格 発 表 令和７年１２月中旬 

         （公財）長野県下水道公社のホームページへ合格者番号掲載 

⑵ 受験講習 

 ア 申 込 期 間 責任技術者共通試験と同時に受付 

 イ 日時・場所 令和７年１０月１日（水） １３：３０～１５：３０ 

         松本市総合社会福祉センター 

 ウ 受講対象者 責任技術者試験を受験する者のうち希望者 
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⑶ その他 

ア 受験資格や申込方法等の詳細は、（公財）長野県下水道公社のホームページで 

ご確認ください。（８月上旬掲載予定） 

イ 試験に合格された方は、（公財）長野県下水道公社へ登録することにより、責

任技術者の資格が発生します。また、登録により、協定団体すべての排水設備責

任技術者となります。 

 

３ 問合せ先 

  （公財）長野県下水道公社 （TEL ０２６－２３２－２３７３） 

  ホームページアドレス https://www.npspc.or.jp/ 
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松本市上下水道局指定給水装置工事事業者及び 

松本市下水道排水設備指定工事店の申請・届出について 

 

１ 登録等事務の電子申請について 

  令和７年４月より指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の申請・届出事 

務において Logoフォームによる電子申請がご利用いただけます。 

 詳しくは、以下のＵＲＬ又はＱＲコード（松本市上下水道局ホームページ）をご覧 

ください。 

【松本市上下水道局給水装置工事事業者の申請等について】 

  https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/jougesuidou/1009.html 

【松本市下水道排水設備指定工事店の申請等について】 

 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/jougesuidou/1008.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 引き続き窓口や郵送での申請も受け付けています。 

 

２ 電子申請できる申請項目 

 ⑴ 給水装置工事事業者の申請・届出の場合 

ア 指定申請（新規・継続） 

  イ 指定事項の変更届（商号、代表者・役員、住所変更、主任技術者の選任・解任 

等） 

  ウ 指定給水装置工事事業者の「廃止」「休止」「再開」届出 

  エ 給水装置工事主任技術者選任・解任届（※上記イ「変更届」を同時申請） 

  オ 指定給水装置工事事業者証の再交付申請 

 ⑵ 排水設備指定工事店の申請・届出の場合 

  ア 指定申請（新規・継続） 

  イ 指定事項の異動届（商号、代表者・役員、住所変更、責任技術者の選任・解任等） 

  ウ 排水設備指定工事店の指定辞退届（※指定要件を欠く、欠格事項のいずれかに該

当又は営業を廃止若しくは休止する場合） 

  エ 排水設備指定工事店証の再交付申請 
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指定給水装置工事事業者 

の申請等について 

ホームページ 

 

排水設備指定工事店 

の申請等について 

ホームページ 



 

 

 

松本市指定給水装置工事事業者の指定更新について 

 

 

松本市上下水道局指定給水装置工事事業者の有効期限が令和７年９月２９日となって

いる指定給水装置工事事業者の皆さまに、下記のとおり指定更新に関する通知を郵送し

ます。指定の更新を希望される場合は、継続のお手続きをお願いいたします。指定を希望

されない場合は、廃止届の提出をお願いいたします。 

 

 

１ 更新対象事業者 

  指定給水装置工事事業者証の有効期限が令和７年９月２９日の事業者 

 

２ 更新指定となった場合の指定期間 

  令和７年９月３０日から令和１２年９月２９日まで 

 

３ 更新申請時の提出書類等（水道法第２５条の２を準用） 

 ⑴ 指定申請書（様式第１号） 

 ⑵ 誓約書（様式第２号）【欠格要件非該当】 

 ⑶ 機械器具調書 

 ⑷ 給水装置工事主任技術者選任届出書（様式第６号） 

  ※ 免状又は技術者証の写しを添付 

 ⑸ 定款及び登記事項証明書（法人）又は住民票の写し（個人事業者） 

 ⑹ 機械器具の写真 

 ⑺ 営業所の平面図、付近見取り図及び営業所の写真 

 ⑻ 指定給水装置工事事業者確認調書 

 ⑼ 旧事業者証 

 

４ 更新手数料（松本市給水条例第３１号） 

  １０，０００円 

 

５ その他 

  指定更新に関する通知は、令和７年７月上旬に郵送いたします。 

 

６ 問合せ先 

  松本市上下水道局 総務課 総務担当 

  TEL：０２６３－４８－６８００ 

  FAX：０２６３－４７－２１３７ 
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